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３８ 令和２年度阿久根市一般会計補正予算（第２号） 別 冊 



報告第１号 

   専決処分の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より，別紙のとおり専決処分したので，同条第３項の規定によりこれ

を報告し，承認を求める。 

  令和２年５月２２日提出 

              阿久根市長  西  平  良  将     
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専決第１号 

   阿久根市税条例等の一部を改正する条例の専決処分について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より，次のとおり専決処分する。 

  令和２年３月３１日 

阿久根市長  西  平  良  将     

   専決処分する理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）が公布さ

れたこと等に伴い，阿久根市税条例の一部改正について専決処分する。 
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阿久根市条例第１９号 

   阿久根市税条例等の一部を改正する条例 

 （阿久根市税条例の一部改正）  

第１条 阿久根市税条例（昭和４５年阿久根市条例第３４号）の一部

を次のように改正する。 

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親

族申告書」に改め，同条第１項第３号を削り，同項第４号を同項

第３号とする。  

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親

族申告書」に改め，同条第１項中「若しくは単身児童扶養者であ

る者」を削り，同項第３号を削り，同項第４号を同項第３号とす

る。  

第４８条第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第

６６条の７第５項及び第１１項」に改める。  

第５４条第２項中「登録されている」を「登録がされている」

に改め，同条第４項中「によって」を「により」に，「において

は」を「には」に改め，「これを」を削り，「課する」を「課す

ることができる」に改め，同項に後段として次のように加える。  

この場合において，市は，当該登録をしようとするときは，

あらかじめ，その旨を当該使用者に通知しなければならない。  

第５４条第７項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の

１５」に改め，同項を同条第８項とし，同条第６項中「によって」

を「により」に，「第４９条の２」を「第４９条の３」に，「み

なす」を「みなすことができる」に改め，同項を同条第７項とし，

同 条 第 ５ 項中 「 に よ っ て 」を 「 に よ り 」 に， 「 に お い て は」 を

「 に は 」 に， 「 登 録 さ れ てい る 」 を 「 登 録が さ れ て い る 」に ，

「みなす」を「みなすことができる」に改め，同項を同条第６項

とし，同条第４項の次に次の１項を加える。  

５  法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産

の 所 有 者 の 存 在 が 不 明 で あ る 場 合 （ 前 項 に 規 定 す る 場 合 を除
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く。）には，その使用者を所有者とみなして，固定資産課税台

帳に登録し，その者に固定資産税を課することができる。この

場合において，市は，当該登録をしようとするときは、あらか

じめ，その旨を当該使用者に通知しなければならない。

第６１条第９項及び第１０項中「第３４９条の３第１２項」を

「第３４９条の３第１１項」に改める。  

第 ６ １ 条 の ２ の 見 出 し 及 び 同 条 第 １ 項 中 「 第 ３ ４ ９ 条 の ３ 第 

２ ８ 項 」 を 「 第 ３ ４ ９ 条 の ３ 第 ２ ７ 項 」 に改 め ， 同 条 第 ２項 中

「第３４９条の３第２９項」を「第３４９条の３第２８項」に改

め，同条第３項中「第３４９条の３第３０項」を「第３４９条の

３第２９項」に改める。  

第７４条の３の次に次の１条を加える。  

（現所有者の申告）  

第７４条の４  現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者

をいう。以下この条及び次条において同じ。）は，現所有者で

あることを知った日の翌日から３月を経過した日までに次に掲

げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。  

 土地又は家屋の現所有者の住所，氏名又は名称，次号に規

定する個人との関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては，住所，氏名又は名称及

び同号に規定する個人との関係）  

 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳

若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人

が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名  

 その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事

項  

第７５条第１項中「又は」を「若しくは」に，「によって」を

「により，又は現所有者が前条の規定により」に，「においては」

を「には」に改める。  

第 ９ ６ 条 第 ３ 項 を 同 条 第 ４ 項 と し ， 同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 」を

「第１項（法第４６９条第１項第３号又は第４号に係る部分に限

る。）」に，「第１６条の２の３」を「第１６条の２の３第２項」
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に，「提出しない場合には，適用しない」を「提出している場合

に限り，適用する」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項

の次に次の１項を加える。  

２  前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限

る。）の規定は，卸売販売業者等が，同条第１項第１号又は第

２号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について，第９８

条第１項又は第２項の規定による申告書に前項（法第４６９条

第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の適用を受けよ

うとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し，かつ，施行規

則第１６条の２の３第１項に規定する書類を保存している場合

に限り，適用する。  

第９８条第１項中「第９６条第２項」を「第９６条第３項」に

改める。  

第１３１条第６項中「第５４条第６項」を「第５４条第７項」

に改める。  

附則第６条中「平成３４年度」を「令和４年度」に改める。  

附則第７条の３の２第１項中「平成４５年度」を「令和１５年

度」に，「平成３３年」を「令和３年」に改める。  

附則第８条第１項中「平成３３年度」を「令和６年度」に改め

る。  

附則第１０条中「又は法附則第１５条」を「又は附則第１５条」

に改める。  

附則第１０条の２第２項を削り，同条第３項中「附則第１５条

第２項第６号」を「附則第１５条第２項第５号」に改め，同項を

同条第２項とし，同条第４項を同条第３項とし，同条第５項を同

条第４項とし，同条第６項中「附則第１５条第２９項」を「附則

第１５条第２６項」に改め，同項を同条第５項とし，同条第７項

中 「 附 則 第１ ５ 条 第 ３ ０ 項第 １ 号 」 を 「 附則 第 １ ５ 条 第 ２７ 項  

第１号」に改め，同項を同条第６項とし，同条第８項中「附則第  

１５条第３０項第２号」を「附則第１５条第２７項第２号」に改

め，同項を同条第７項とし，同条第９項中「附則第１５条第３０

項第３号」を「附則第１５条第２７項第３号」に改め，同項を同
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条第８項とし，同条第１０項中「附則第１５条第３１項第１号」

を「附則第１５条第２８項第１号」に改め，同項を同条第９項と

し，同条第１１項中「附則第１５条第３１項第２号」を「附則第

１５条第２８項第２号」に改め，同項を同条第１０項とし，同条

第１２項中「附則第１５条第３３項第１号イ」を「附則第１５条

第 ３ ０ 項 第１ 号 イ 」 に 改 め， 同 項 を 同 条 第１ １ 項 と し ， 同条 第  

１３項中「附則第１５条第３３項第１号ロ」を「附則第１５条第

３０項第１号ロ」に改め，同項を同条第１２項とし，同条第１４

項を削り，同条第１５項中「附則第１５条第３３項第１号ニ」を

「附則第１５条第３０項第１号ハ」に改め，同項を同条第１３項

とし，同条第１６項中「附則第１５条第３３項第１号ホ」を「附

則 第 １ ５ 条第 ３ ０ 項 第 １ 号ニ 」 に 改 め ， 同項 を 同 条 第 １ ４項 と  

し，同条第１７項中「附則第１５条第３３項第２号イ」を「附則

第１５条第３０項第２号イ」に改め，同項を同条第１５項とし，

同 条 第 １ ８項 中 「 附 則 第 １５ 条 第 ３ ３ 項 第２ 号 ロ 」 を 「 附則 第  

１５条第３０項第２号ロ」に改め，同項を同条第１６項とし，同

項の次に次の１項を加える。  

１７  法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について

同号に規定する市町村の条例で定める割合は，４分の３とする。  

附則第１０条の２第１９項中「附則第１５条第３３項第３号イ」

を「附則第１５条第３０項第３号イ」に改め，同項を同条第１８

項 と し ， 同条 第 ２ ０ 項 中 「附 則 第 １ ５ 条 第３ ３ 項 第 ３ 号 ロ」 を

「附則第１５条第３０項第３号ロ」に改め，同項を同条第１９項

とし，同条第２１項中「附則第１５条第３３項第３号ハ」を「附

則第１５条第３０項第３号ハ」に改め，同項を同条第２０項とし，

同 条 第 ２ ２項 中 「 附 則 第 １５ 条 第 ３ ８ 項 」を 「 附 則 第 １ ５条 第  

３４項」に改め，同項を同条第２１項とし，同条第２３項を削り，

同 条 第 ２ ４項 中 「 附 則 第 １５ 条 第 ４ ４ 項 」を 「 附 則 第 １ ５条 第  

３８項」に改め，同項を同条第２２項とし，同条第２５項中「附

則第１５条第４５項」を「附則第１５条第３９項」に改め，同項

を同条第２３項とし，同条第２６項中「附則第１５条第４７項」

を「附則第１５条第４１項」に改め，同項を同条第２４項とし，
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同項の次に次の１項を加える。  

２５  法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める

割合は，３分の２とする。  

附則第１０条の２第２７項を同条第２６項とする。  

附則第１１条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に

改める。  

附則第１１条の２の見出し中「平成３１年度又は平成３２年度」

を 「 令 和 元年 度 又 は 令 和 ２年 度 」 に 改 め ，同 条 第 １ 項 中 「平 成  

３１年度分又は平成３２年度分」を「令和元年度分又は令和２年

度 分 」 に 改め ， 同 条 第 ２ 項中 「 平 成 ３ １ 年度 適 用 土 地 又 は平 成  

３ １ 年 度 類 似 適 用 土 地 」 を 「 令 和 元 年 度 適用 土 地 又 は 令 和元 年  

度類似適用土地」に，「平成３２年度分」を「令和２年度分」に

改める。  

附則第１２条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に

改め，同条中「平成３２年度」を「令和２年度」に，「又は法」

を「又は」に改める。  

附則第１３条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に

改め，同条中「平成３２年度」を「令和２年度」に，「又は法」

を「又は」に改める。  

附 則 第 １ ５ 条 第 １ 項 中 「 又 は 法 」 を 「 又 は 」 に ， 「 平 成 ３ ２ 

年度」を「令和２年度」に改め，同条第２項中「平成３３年３月  

３１日」を「令和３年３月３１日」に改める。  

附則第１７条の２第１項及び第２項中「平成３２年度」を「令

和５年度」に改める。  

附則第２２条中「平成３５年度」を「令和５年度」に改める。  

 （阿久根市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）  

第２条  阿久根市税条例等の一部を改正する条例（令和元年阿久根

市条例第１２号）の一部を次のように改正する。  

第２条のうち，阿久根市税条例第２４条第１項第２号の改正規

定を削る。  

附則第１条第３号を次のように改める。  

 削除  
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附則第１条第４号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を

削る。  

附則第３条を次のように改める。  

 第３条  削除

附  則  

（施行期日） 

第１条  この条例は，令和２年４月１日から施行する。  

（市民税に関する経過措置）  

第２条  別段の定めがあるものを除き，第１条の規定による改正後

の阿久根市税条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市

民税に関する部分は，令和２年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し，令和元年度分までの個人の市民税については，な

お従前の例による。  

２  新条例第３６条の３の２第１項の規定は，この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後に支払を受けるべき同項に規定

する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申告書

について適用する。  

３  新条例第３６条の３の３第１項の規定は，施行日以後に支払を

受けるべき所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６

第１項に規定する公的年金等（同法第２０３条の７の規定の適用

を受けるものを除く。）について提出する新条例第３６条の３の

３第１項に規定する申告書について適用する。  

（固定資産税に関する経過措置）  

第３条  別段の定めがあるものを除き，新条例の規定中固定資産税

に関する部分は，令和２年度以後の年度分の固定資産税について

適用し，令和元年度分までの固定資産税については，なお従前の

例による。  

２  新条例第５４条第４項の規定は，令和３年度以後の年度分の固

定資産税について適用し，令和２年度分までの固定資産税につい

ては，なお従前の例による。  

３  新条例第５４条第５項の規定は，令和３年度以後の年度分の固

定資産税について適用する。  
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４  新条例第７４条の４の規定は，施行日以後に，同条に規定する

現所有者であることを知った者について適用する。  

５  平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得さ

れた地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第

１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。

次項及び第７項において「旧法」という。）附則第１５条第２項

に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については，

なお従前の例による。  

６  平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに

取得された旧法附則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エ

ネルギー発電設備に対して課する固定資産税については，なお従

前の例による。  

７  平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに

取得された旧法附則第１５条第４０項に規定する家屋及び償却資

産に対して課する固定資産税については，なお従前の例による。  

（阿久根市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）  

第４条  阿久根市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年阿久

根市条例第３０号）の一部を次のように改正する。  

附則第４条第２項第３号中「平成３１年９月３０日」を「令和

元年９月３０日」に改め，同条第１３項中「平成３１年１０月１

日」を「令和元年１０月１日」に改め，同条第１４項の表第５項

の項中「平成３１年１０月３１日」を「令和元年１０月３１日」

に改め，同表第６項の項中「平成３２年３月３１日」を「令和２

年３月３１日」に改める。  

第５条  阿久根市税条例等の一部を改正する条例（平成２９年阿久

根市条例第１０号）の一部を次のように改正する。  

附 則 第 １ 条 第 ３ 号 中 「 平 成 ３ １ 年 １ ０ 月 １ 日 」 を 「 令 和 元 年 

１０月１日」に改める。  

附則第２条中「３１年新条例」を「元年新条例」に改める。  

附則第４条第１項中「３１年新条例」を「元年新条例」に改め，

同条第２項中「３１年新条例」を「元年新条例」に，「平成３２

年度」を「令和２年度」に，「平成３１年度分」を「令和元年度
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分」に改める。  

第６条  阿久根市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年阿久

根市条例第２０号）の一部を次のように改正する。  

附 則 第 １ 条 第 ２ 号 中 「 平 成 ３ １ 年 １ ０ 月 １ 日 」 を 「 令 和 元 年 

１ ０ 月 １ 日 」 に 改 め ， 同 条 第 ３ 号 中 「 平 成３ ２ 年 ４ 月 １ 日」 を

「令和２年４月１日」に改め，同条第４号中「平成３２年１０月

１ 日 」 を 「令 和 ２ 年 １ ０ 月１ 日 」 に 改 め ，同 条 第 ５ 号 中 「平 成  

３３年１月１日」を「令和３年１月１日」に改め，同条第６号中

「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に改め，同

条第７号中「平成３４年１０月１日」を「令和４年１０月１日」

に改める。  

附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め，

同条第２項中「平成３３年度」を「令和３年度」に，「平成３２

年度分」を「令和２年度分」に改める。  

附則第５条中「平成３１年９月３０日」を「令和元年９月３０

日」に改める。  

附 則 第 ７ 条 第 １ 項 中 「 平 成 ３ ２ 年 １ ０ 月 １ 日 」 を 「 令 和 ２ 年 

１０月１日」に改め，同条第２項中「平成３２年１１月２日」を

「令和２年１１月２日」に改め，同条第３項中「平成３３年３月

３１日」を「令和３年３月３１日」に改め，同条第４項及び第５

項中「３２年新条例」を「２年新条例」に改める。  

附 則 第 ９ 条 第 １ 項 中 「 平 成 ３ ３ 年 １ ０ 月 １ 日 」 を 「 令 和 ３ 年 

１０月１日」に改め，同条第２項中「平成３３年１１月１日」を

「令和３年１１月１日」に改め，同条第３項中「平成３４年３月

３１日」を「令和４年３月３１日」に改め，同条第４項及び第５

項中「３３年新条例」を「３年新条例」に改める。  

（阿久根市税条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第７条  阿久根市税条例の一部を改正する条例（平成３１年阿久根

市条例第１３号）の一部を次のように改正する。  

附則第２条及び第３条中「平成３１年度」を「令和元年度」に

改める。  

附則第４条中「平成３１年度分」を「令和元年度分」に改める。  
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報告第２号 

   専決処分の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より，別紙のとおり専決処分したので，同条第３項の規定によりこれ

を報告し，承認を求める。 

  令和２年５月２２日提出 

              阿久根市長  西  平  良  将     
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専決第２号 

   阿久根市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分

について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より，次のとおり専決処分する。 

  令和２年３月３１日 

阿久根市長  西  平  良  将     

   専決処分する理由 

 地方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第１０９号）

が公布されたことに伴い，阿久根市国民健康保険税条例の一部改正に

ついて専決処分する。 
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阿久根市条例第２０号 

   阿久根市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 阿久根市国民健康保険税条例（昭和４５年阿久根市条例第３５号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第２項ただし書中「６１０,０００円」を「６３０,０００円」

に改め，同条第４項ただし書中「１６０,０００円」を「１７０,０００円」

に改める。 

第 ２ ６ 条 中 「 ６ １ ０ ,０ ０ ０ 円 」 を 「 ６ ３ ０ ,０ ０ ０ 円 」 に ，   

「１６０ ,０００円」を「１７０ ,０００円」に改め，同条第２号中

「２８０ ,０００円」を「２８５ ,０００円」に改め，同条第３号中

「５１０,０００円」を「５２０,０００円」に改める。 

附則第４項及び第５項中「第３５条の２第１項」の次に「，第３５

条の３第１項」を加える。 

   附  則  

 （施行期日） 

１  この条例は，令和２年４月１日から施行する。ただし，附則第４

項及び第５項の改正規定は，土地基本法等の一部を改正する法律

（令和２年法律第１２号）附則第１項第１号に掲げる規定の施行の

日の属する年の翌年の１月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２  改正後の阿久根市国民健康保険税条例の規定は，令和２年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し，令和元年度分までの国

民健康保険税については，なお従前の例による。 
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報告第５号 

   議会の委任による専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より，別紙のとおり専決処分したので，同条第２項の規定によりこれ

を報告する。 

  令和２年５月２２日提出 

阿久根市長  西  平  良  将     
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専決第５号 

   損害賠償の額を定め，和解することの専決処分について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より，次のとおり専決処分する。 

  令和２年３月３１日 

阿久根市長  西  平  良  将     

１  概要  

  令和２年１月３０日，市道敷（市道山下弓木野線）の竹の伐採中

に，完全に切り倒していなかった竹が倒れ，車体を損傷させたもの

である。 

２  相手方  

 住所   ※※※※※※※※※※※※ 

 氏名   ※※  ※※  

３  損害賠償の額 

 ６８ ,０００円（車体修理費） 

   専決処分する理由 

 損害賠償の額を定め，和解することについて，地方自治法第１８０

条第１項の規定に基づく，市長専決処分事項の指定について（平成 

２４年９月２６日議決）の定めるところにより，専決処分する。 
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報告第６号 

   議会の委任による専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より，別紙のとおり専決処分したので，同条第２項の規定によりこれ

を報告する。 

  令和２年５月２２日提出 

阿久根市長  西  平  良  将     
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専決第６号 

   損害賠償の額を定め，和解することの専決処分について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より，次のとおり専決処分する。 

  令和２年４月２２日 

阿久根市長  西  平  良  将     

１  概要  

  令和元年１０月６日，市道琴平港橋線歩道部分を歩行中の母子が，

歩道に生じたくぼみにつまずき転倒し，負傷したものである。 

２  相手方  

 住所   ※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 氏名   ※※  ※※  

３  損害賠償の額 

 ７５ ,２５４円（医療費及び休業補償費） 

   専決処分する理由 

 損害賠償の額を定め，和解することについて，地方自治法第１８０

条第１項の規定に基づく，市長専決処分事項の指定について（平成 

２４年９月２６日議決）の定めるところにより，専決処分する。 
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報告第７号 

   議会の委任による専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より，別紙のとおり専決処分したので，同条第２項の規定によりこれ

を報告する。 

  令和２年５月２２日提出 

阿久根市長  西  平  良  将     
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専決第７号 

   損害賠償の額を定め，和解することの専決処分について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より，次のとおり専決処分する。 

  令和２年４月２８日 

阿久根市長  西  平  良  将     

１  概要  

  令和２年３月９日，市営春畑住宅において建物の一部（ひさしの

モルタル）が落下し，車体を損傷させたものである。 

２  相手方  

 住所   ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 氏名   ※※  ※※  

３  損害賠償の額 

  ２００,６５８円（車体修理費） 

   専決処分する理由 

 損害賠償の額を定め，和解することについて，地方自治法第１８０

条第１項の規定に基づく，市長専決処分事項の指定について（平成 

２４年９月２６日議決）の定めるところにより，専決処分する。 
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議案第３７号

   固定資産評価員の選任について

 下記の者を，固定資産評価員に選任したいので，地方税法（昭和 

２５年法律第２２６号）第４０４条第２項の規定により，議会の同意

を求める。

  令和２年５月２２日提出

阿久根市長  西  平  良  将    

記

  住   所    阿久根市※※※※※※※※※※

  氏   名    新   町   博   行

  生年月日   昭和※※年※※月※※日

   提案理由 

 固 定 資 産 評 価 員  垂   義  継  氏 の 辞 任 の 申 出 に 伴 い ，    

新  町  博  行  氏を選任しようとするものである。 

－20－


